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ふ
る
さ
と
納
税
制
度
は
、
総
務
省
公
表
の
、
ふ
る
さ
と
納
税
に
関
す
る
現
況
調
査
結
果
（
令
和
六
年
度
実
施
）
に
よ
る
と
、

平
成
二
十
年
度
か
ら
開
始
さ
れ
、
令
和
五
年
度
に
お
け
る
ふ
る
さ
と
納
税
受
入
額
は
一
兆
千
百
七
十
五
億
円
と
な
り
、
平
成
二

十
五
年
度
の
約
百
四
十
六
億
円
に
比
べ
て
十
年
間
で
七
十
六
・
七
倍
に
も
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
受
入
件
数
を
み
て
も
、
平

成
二
十
五
年
度
の
約
四
十
三
万
件
に
対
し
令
和
五
年
度
で
は
約
五
千
八
百
九
十
五
万
件
と
百
三
十
八
倍
に
増
加
し
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
は
、
顕
著
な
増
加
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、
次
の
よ
う
な
課
題
も
残
さ
れ
て
い
る
。 

 

ま
ず
第
一
に
、
前
記
の
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
令
和
六
年
度
に
お
け
る
ふ
る
さ
と
納
税
に
係
る
住
民
税
控
除
額
は
合
計
で
七

千
六
百
八
十
二
億
円
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
金
額
は
、
寄
付
者
が
在
住
し
て
い
る
市
区
町
村
の
税
収
か
ら
減
額
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
個
人
住
民
税
の
減
収
額
の
う
ち
七
十
五
％
は
地
方
特
例
交
付
金
に
よ
り
国
か
ら
補
填
さ
れ
る
が
、
地
方
交
付
税
不
交
付
団
体

に
は
補
填
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
、
東
京
都
世
田
谷
区
（
百
十
億
円
）
を
筆
頭
に
大
都
市
圏
の
自
治
体
の
多
く
は
意
図
し
な
い
税

収
減
と
な
っ
て
い
る
。 

 

第
二
に
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
募
集
に
要
し
た
費
用
は
、
令
和
五
年
度
で
五
千
四
百
二
十
九
億
円
で
あ
り
、
受
入
額
に
占
め
る

割
合
は
、
全
団
体
合
計
で
四
十
九
％
と
な
っ
て
い
る
。
主
な
費
用
は
、
返
礼
品
の
調
達
・
送
付
（
三
十
四
％
）
や
ポ
ー
タ
ル
サ
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イ
ト
事
業
者
へ
の
手
数
料
支
払
い
を
含
む
事
務
経
費
（
十
二
％
）
で
あ
る
。
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
事
業
者
に
よ
る
返
礼
品
の
宣
伝

（
通
販
カ
タ
ロ
グ
化
）
に
つ
ら
れ
た
寄
付
行
為
と
も
い
え
る
状
況
で
あ
る
。 

 

第
三
に
、
総
務
省
が
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
に
公
表
し
た
報
告
書
に
よ
る
と
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に
つ
い
て
、
返
礼
品

の
在
り
方
を
含
め
良
い
点
や
課
題
を
有
識
者
か
ら
意
見
聴
取
し
て
い
る
が
、
最
近
は
行
わ
れ
て
い
る
形
跡
が
な
い
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
政
府
に
対
し
質
問
す
る
。 

一 

個
人
住
民
税
を
税
額
控
除
の
対
象
と
す
る
制
度
と
な
っ
て
い
る
が
、
地
方
交
付
税
不
交
付
団
体
に
は
税
収
の
減
額
分
に
対

し
国
か
ら
補
填
さ
れ
ず
、
減
額
分
は
つ
ま
り
市
民
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
減
少
に
も
な
り
得
る
。
こ
の
課
題
に
対
し
、
今
後
、
改

善
策
は
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
ま
ま
で
良
い
と
考
え
る
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

返
礼
品
の
調
達
額
に
つ
い
て
受
入
額
に
対
す
る
割
合
の
上
限
を
三
割
と
す
る
規
制
が
導
入
さ
れ
た
が
、
他
の
費
用
と
合
わ

せ
る
と
約
五
十
％
が
費
消
さ
れ
、
受
入
団
体
の
活
用
で
き
る
金
額
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
課
題
に
対
し
、
調
達
額

の
割
合
を
さ
ら
に
下
げ
る
と
い
っ
た
こ
と
を
検
討
す
る
予
定
は
あ
る
か
。 

三 

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
事
業
者
の
参
入
に
よ
り
ふ
る
さ
と
納
税
の
実
績
が
増
え
た
が
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
本
来
の
目
的
達

成
の
方
向
か
ら
ず
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
危
惧
す
る
。
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
事
業
者
活
用
方
法
（
手
数
料
の
制
限
を
含
む
）
に
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対
す
る
新
た
な
指
針
な
ど
を
発
出
す
る
予
定
は
あ
る
か
。 

四 
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
を
改
善
し
て
い
く
た
め
に
は
、
多
方
面
か
ら
の
意
見
を
聴
取
し
運
営
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考

え
る
が
、
意
見
聴
取
の
場
を
定
期
的
に
設
定
す
る
予
定
は
あ
る
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


